
資料１ 

 

県が整備する施設（セーフティネット棟）（案）について 

 

１ 基本的な考え方（あすなろの郷全体構想） 

 機能別に３種類の施設を整備します。 

① 県が整備 

・「セーフティネット」 ：民間事業者で受け入れ困難な最重度の方が対象 

② 民間活力を導入 

・「高齢障害者居住」  ：介護が必要となった主に６５歳以上の利用者が入所 

 ・「地域生活移行訓練」 ：最重度以外で自立した生活を送るための訓練を実施 

   

２ セーフティネット棟における支援内容 

 (1) 入所対象者 

   県は，民間事業者で対応が困難な方々を受け入れます。 

   

   原則，支援区分６かつ以下のいずれかに該当する者 

・ 強度行動障害（＝重度障害者支援加算Ⅱ対象）があること 

（激しい自傷行為，他者への暴力，器物の破壊，極端な固執行動，放火癖，女児等への悪戯等） 

・ 医療的ケアが必要であること 

 

※１ 入所の決定にあたっては運営者を中心に第３者を加えた，入所決定会議を開

催し，最後のセーフティネットとして対応すべき方か審査し，決定する。 

※２ なお，入所後も本人に適した訓練・療育を行い，障害の改善を見極めながら， 

・ 民間事業者が新たに整備・運営する地域生活訓練施設・高齢障害者施設 

・ 重度障害者・高齢障害者に対応したグループホーム 

など，本人により適した他施設での生活の実現を目指す。 

また，積極的に在宅の障害者の受け入れを図る。 

    

(2) 在宅障害者への支援 

  ・ 緊急ステイ（１泊２日，２４時間受け入れ）及び短期入所 

  ・ 障害児等療育支援事業として，家庭や保育所等を訪問し，障害児（者）やその

保護者及び職員に対する相談支援，助言・指導の実施 

・ 生活介護事業及び多機能型事業 

 

３ 整備時期（見込） 

 ・ 令和６年度（2024 年度） セーフティネット棟及び病院の開設 

（埋蔵文化財が発見された場合，遅れる可能性がある） 

 



資料２ 

 

あすなろの郷病院，ばら寮（医療型障害児入所施設・療養介護事業所）の 

建て替え（案）について 

 

１ あすなろの郷病院等に係る現況・課題  

 ・ 施設全体が老朽化しており，非常電源や各部屋への酸素配管等，近年の

施設では設置されている設備が設置されていない。 

 ・ 居室・共用部分・収納・トイレ等が狭隘であり，円滑な支援の妨げとな

っている。 

 

２ 建て替え後の病院の役割  

・ あすなろの郷利用者の医療・健康管理 

・ 在宅障害者及び民間の障害福祉施設利用者の外来診療 

 

３ 建て替えの基本的な考え方 

(1) 安全安心な医療の提供 

障害者対応病院という役割を踏まえ，類似事例の状況を参考にしながら

施設・設備の整備を進める。（天井取付の移動式リフター，食堂・浴室等で

酸素吸入ができる酸素パイピング等） 

(2) 入所者の療養環境の向上 

医療型障害児入所施設・療養介護事業所（ばら寮：定員４０名）に関し

ては，居室・廊下などに適切なスペースを確保する。 

(3) 医療スタッフ・利用者の機能性を重視 

診察室，検査室，共用部分など職員の動線や機能性に配慮したレイアウ

トとする。 

  

４ 建て替え後の役割を果たすための課題 

・ 医師や看護師等医療従事者の確保 

・ 在宅障害者の医療的ニーズの把握（患者数，診療科目，緊急時の対応等） 

・ 診療室等の増設 

・ 医療機関との連携強化のための医療ソーシャルワーカーの配置 



資料３ 

地域生活訓練機能及び高齢化棟への参画条件（案）について 

 
１ 入所対象者 

 ＜地域生活訓練機能＞ 

  ・原則として，あすなろの郷の入所者で，セーフティネットの要件に該当す

る方や高齢者（６５歳以上）以外の方 
  ・また，高齢者であっても生活訓練が可能な方 
 ＜高齢化棟＞ 

・原則として，あすなろの郷の入所者で，６５歳以上の方 
 
２ 民間事業者の参画資格について 

社会福祉法人であって，生活介護及び施設入所支援のサービスを行う障害者

支援施設の経営が可能な能力を備え，利用者の福祉の向上に熱意を有するもの 
  
３ 施設運営上の留意点について 

（1）共通事項 

〇 良質なサービス提供のための体制の確保 
   ・現在あすなろの郷で実施されているサービス水準の維持・向上 
    人員配置，安全管理，支援計画の作成，支援会議の実施，サービス利用

契約，職員研修の充実，堅実な財務運営など 
 
（2）個別事項 

〇 施設の機能・支援プログラム等 
  ＜地域生活訓練機能＞ 

・地域での生活を目指すための支援プログラムの実施 
・利用者の能力に応じた充実した日中活動支援 

   ・地域との積極的な交流 
・相談支援の実施 

  ＜高齢化棟＞ 
   ・介護と支援のバランス 
   ・終の棲家としての看取りの機能と体制の整備 
 
４ その他 

・ 入所者支援について連携・協力する 
 ・ イベント等を共同で開催する 
 ・ 県及び事業団との情報共有を継続する 


